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第１条　目　的
　　　　�日本血液事業学会規約第３条４号の規定に基づき，血液事業に関する出版物その他の

発刊に当たり，編集内容の諸案件を検討するため編集委員会を設けるものとする。

第２条　構　成
　　　　委員会に次の委員を置く。
　　　　１．委員長	 １名
　　　　２．編集委員	 15名程度
　　　　３．査読委員	 若干名

第３条　任　務
　　　　委員の任務は次のとおりとする。
　　　　１．委員長は委員会を代表し，会務を統括する。
　　　　２．�編集委員は出版物の刊行に関し，その編集内容について意見を述べ，また投稿論

文に対する査読委員の意見が異なる場合は，その意見を調整するものとする。
　　　　３．査読委員は投稿された論文を査読審査するものとする。
　　　　４．編集委員は査読委員を兼ねるものとする。
　　　　５．�委員長は査読に当たっては，必要に応じ外部の学識者に依頼することができるも

のとする。

第４条　委員長及び委員の選出
　　　　１．編集委員長は，編集委員の中から会長が委嘱する。
　　　　２．編集委員は，日本血液事業学会役員及び評議員の推薦により会長が委嘱する。
　　　　３．査読委員は編集委員の推薦により，編集委員会で認めた者とする。

第５条　任　期
　　　　１．委員長及び委員の任期は２年とし，再任を妨げない。
　　　　２．委員長及び委員に欠員が生じた場合，後任者の任期は前任者の残任期間とする。

第６条　会　議
　　　　編集会議は定期的に開催することとし，委員長が召集するものとする。

　　　　　　この要綱は平成２年９月26日から施行する。
　　　　　　　　改正　平成５年９月
　　　　　　　　　　　平成16年９月
　　　　　　　　　　　平成21年11月


	016_日本血液事業学会編集委員会運営要綱



